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東京都献血推進協議会設置要綱 
昭和 40年 2月 15 日（40 衛薬衛発 第    30 号決定） 

改正 昭和 42 年８月 １日 （42 衛薬衛発 第   165 号決定） 
改正 昭和 59 年５月 29 日 （59 衛薬薬   第   193 号決定） 
改正 平成 ５年３月 31日 （４ 衛薬薬   第  1536 号決定） 
改正 平成 ８年９月 10日 （８ 衛薬薬   第   969 号決定） 
改正 平成 13 年４月 18 日 （13 衛薬薬   第   118 号決定） 
改正 平成 14 年４月 １日 （14 健サ疾   第     5 号決定） 
改正 平成 15 年４月 １日 （14 健サ疾   第  1661 号決定） 
改正 平成 16 年４月 26 日 （16 健サ疾   第     3 号決定） 
改正 令和 ５年３月 ８日（４ 福保保疾 第 2155 号決定） 

 
（設 置） 

第１ 血液事業に関する施策の策定及び実施に当たって、公正の確保及び透明性の向上を図るために、東京都
献血推進協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

（協議事項） 
第２ 協議会は、「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」第 10 条第４項に基づき国が示す当該年

度の献血による血液確保目標量を達成するため、次に掲げる事項を協議する。 
(1) 献血の普及啓発に関すること。 
(2) 献血協力組織の育成に関すること。 
(3) その他献血推進に関すること。 

（構 成） 
第３ 協議会は福祉保健局長が委嘱又は任命する次に掲げる者をもって構成する。 

(1) 学識経験のある者並びに職域及び地域団体等の代表者          １５名以内 
(2) 関係行政機関の職員及び東京都職員                            ６名以内 

 ２ 前項(1)のうち、東京都赤十字血液センター所長の役職にある者については、委員として指定する。 
（会 長） 
 第４ 協議会に会長を置く。 
 ２ 会長は福祉保健局技監とする。 
３ 会長は、会務を総理する。 

 ４ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が職務を代行する。 
（任 期） 

第５ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 
２  委員は、その役割を退いたときに委員の資格を失い、後任の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。 

（会 議） 
第６ 協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。 
２ 協議会の会議は、必要の都度開催する。 

（部 会） 
 第７ 会長は、協議会の意見に基づき、必要に応じて、特定の事項ごとに部会を設けることができる。 
 ２  部会は、協議会の委員のうちから会長が指名する委員及び福祉保健局長が別に委嘱又は任命する委員をも

って構成する。 
（会議の公開） 

第８ 会議及び会議に関する審議資料、議決事項、会議録等（以下「会議録」という。）は原則として公開す
る。 
２  会議及び会議録等を公開するときは、会長は必要な条件を付すことができる。 

（庶 務） 
第９ 協議会に関する庶務は、福祉保健局保健政策部において行う。 

（その他） 
第 10 協議会の開催に当たっては、必要に応じ、第３に掲げる者以外の者を出席させて意見を聞くことができ
る。 

（施 行） 
第 11 この要綱は、昭和 40 年 2 月 15 日から施行する。 

附 則 
１ この要綱は、決定の日から施行する。 
２ この要綱施行の際発令中の委員の任期は、第５の規定にかかわらず、平成５年３月３１日までとする。 

  附 則 
この要綱は、決定の日から施行し、平成８年７月１６日から適用する。 

  附 則 
この要綱は、決定の日から施行し、平成１３年４月１日から適用する。 

  附 則 
この要綱は、決定の日から施行する。  

 附 則 
この要綱は、決定の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

 附 則 
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この要綱は、平成１６年８月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、決定の日から施行する。 



東京都献血推進協議会 血液製剤適正使用部会設置に関する細則 

 

平成 15 年 10 月 24 日 15 健サ疾第 1262 号 医療サービス部長決定 

平成 16 年 4 月 26 日 16 健サ疾第    3 号 医療サービス部長決定 

平成 18 年 12 月 12 日 18 福保保疾第 1405 号 保健政策部長決定 

 最終決定  令和 4年 4月 1日 4福保保疾第 954号 保健政策調整担当部長決定 

 

１ 目 的 

血液製剤の適正使用について協議し、輸血療法の安全性の向上を図るため、東京都献血推進協議会

設置要綱第７に基づき、東京都献血推進協議会（以下「協議会」という。）に血液製剤適正使用部会

（以下「部会」という。）を置く。 

 

２ 協議事項 

部会は、次の事項を協議し、協議会長に報告する。 

(1) 血液製剤の適正使用に関すること。 

(2) 輸血療法の安全性の向上に関すること。 

(3) その他血液事業に関する事項 

 

３ 委員及び専門委員 

(1) 部会の委員は、学識経験者等１０名以内、東京都職員３名以内とし、協議会委員のうちから

協議会長が指名する委員、及び協議会長が指名する者のうちから福祉保健局長が別に委嘱又は

任命する委員をもって構成する。 

(2) 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会に専門委員を置くことができる。 

(3) 専門委員は、２名以内とする。 

 

４ 部会長 

部会に、部会長を置く。 

(1) 部会長は、東京都福祉保健局保健政策調整担当部長とする。 

(2) 部会長は、会務を総務する。 

(3) 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する委員がその職務を代行する。 

 

５ 会 議 

部会の会議は原則として年１回とし、また必要に応じて随時開催することとし、部会長が招集する。 

 

６ 会議等の公開 

(1) 会議及び会議録は、原則として公開する。 

(2) 会議又は会議録を公開するときは、部会長は必要な条件を付することができる。 

 

７ 庶 務 

部会に関する庶務は、福祉保健局保健政策部において行う。 

 

８ その他 

会長は、部会の開催にあたって、必要に応じ、３に掲げる者以外の者を出席させて意見を聞くこと

ができる。 

 

附 則 

この細則は、決定の日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成１６年８月１日から施行する。 

附 則 

この細則は、平成１８年１２月１２日から施行する。 
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 附 則 

この細則は、令和４年４月１日から施行する。 


